
亀 山 市 告 示 第 １ ６ ３ 号  

 亀 山 市 森 と 緑 づ く り 活 動 補 助 金 交 付 要 綱 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

  平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日  

亀 山 市 長  櫻  井   義  之  

 

亀 山 市 森 と 緑 づ く り 活 動 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 み え 森 と 緑 の 県 民 税 市 町 交 付 金 を 活 用

し 、 市 内 に お い て 緑 豊 か な ま ち づ く り に 取 り 組 む 団 体 等 に

対 し 補 助 金 を 交 付 す る こ と に よ り 、 森 林 を 社 会 全 体 で 守 り

育 て る 活 動 を 促 進 し 、 も っ て 災 害 に 強 い 森 林 づ く り 及 び 市

民 全 体 で 森 林 を 支 え る 社 会 づ く り に 寄 与 す る こ と を 目 的 と

す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 森 林 保 全 任 意 団 体  市 内 に 存 在 す る 森 林 づ く り に 関 わ

る 活 動 を 自 主 的 に 行 っ て い る 市 長 が 認 め た 団 体 を い う 。  

（ ２ ） 施 設 管 理 者  亀 山 市 公 共 建 築 物 等 木 材 利 用 方 針 第 ３ の

１ の（ ２ ）に 規 定 す る 建 築 物 で 市 内 に 存 す る も の の 管 理 者

を い う 。  

（ ３ ） 特 定 工 場  工 場 立 地 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 ２ ４ 号 ） 第

６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 工 場 で 市 内 に 存 す る も の を い

う 。  

（ ４ ） 工 場 ・ 事 業 所  敷 地 面 積 が ３ ， ０ ０ ０ ㎡ 以 上 の 工 場 又

は 事 業 所 で 市 内 に 存 す る も の を い う 。た だ し 、前 号 に 規 定

す る 特 定 工 場 を 除 く 。  

（ ５ ） 里 山  集 落 又 は 農 地 の 周 辺 に あ り 、 生 活 や 農 業 に 利 用



さ れ て き た 森 林 を い う 。  

（ 補 助 金 の 名 称 ）  

第 ３ 条  こ の 告 示 に よ り 交 付 す る 補 助 金 は 、 亀 山 市 森 と 緑 づ

く り 活 動 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 )と い う 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 事 業 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 里 山 ・ 竹 林 生 活 環 境 保 全 支 援 事 業  

（ ２ ） か め や ま の 木 づ か い 支 援 事 業  

（ ３ ） 緑 あ ふ れ る ま ち づ く り 支 援 事 業  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 者 等 ）   

第 ５ 条  前 条 各 号 に 規 定 す る 補 助 対 象 事 業 の 補 助 金 の 交 付 対

象 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。）、 事 業 の 内 容 及 び 補 助 対 象

と な る 経 費 は 、 別 表 第 １ に 定 め る と お り と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に 係 わ ら ず 、 里 山 ・ 竹 林 生 活 環 境 保 全 支 援 事

業 の 交 付 対 象 者 の う ち 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 団 体

は 当 該 補 助 事 業 の 補 助 金 の 交 付 対 象 外 と す る 。  

（ １ ） 市 内 に 事 務 所 を 有 す る が 、 そ の 活 動 を 市 内 で 行 っ て い

な い 団 体  

（ ２ ） 政 治 活 動 、 宗 教 活 動 又 は 営 利 活 動 を 目 的 と す る 団 体  

（ 補 助 金 の 額 等 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 補 助 対 象 事

業 に 要 し た 補 助 対 象 と な る 経 費 の 額 （ そ の 額 に １ ， ０ ０ ０

円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。） と す る 。

た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 上 限 と す る 。  

（ １ ） 里 山 ・ 竹 林 生 活 環 境 保 全 支 援 事 業  １ ０ ０ 万 円  

（ ２ ） か め や ま の 木 づ か い 支 援 事 業  ２ ０ 万 円  

（ ３ ） 緑 あ ふ れ る ま ち づ く り 支 援 事 業  

ア  地 域 ま ち づ く り 協 議 会 に 交 付 す る 場 合  ３ ０ 万 円  

イ  特 定 工 場 に 交 付 す る 場 合  ３ ０ 万 円  



ウ  工 場 ・ 事 業 所 に 交 付 す る 場 合  ２ ０ 万 円  

２  補 助 金 は 、 １ の 事 業 に 対 し て １ 回 に 限 り 交 付 す る 。 た だ

し 、 里 山 ・ 竹 林 生 活 環 境 保 全 支 援 事 業 で １ 年 度 を 越 え て 継

続 的 に 実 施 す る 事 業 に 対 す る 補 助 金 は 、 ３ 年 度 を 限 度 と し

て １ の 年 度 ご と に 交 付 す る こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 の 対 象 期 間 ）  

第 ７ 条  補 助 金 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 期 間 に 実 施 し た 事 業 に 対 し て 交 付 す る 。  

（ １ ） 里 山 ・ 竹 林 生 活 環 境 保 全 支 援 事 業  平 成 ２ ６ 年 度 か ら

平 成 ３ ０ 年 度 ま で  

（ ２ ） か め や ま の 木 づ か い 支 援 事 業  平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成

２ ８ 年 度 ま で  

（ ３ ） 緑 あ ふ れ る ま ち づ く り 支 援 事 業  

ア  地 域 ま ち づ く り 協 議 会 に 交 付 す る 場 合  平 成 ２ ７ 年

度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 ま で  

イ  特 定 工 場 に 交 付 す る 場 合  平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ３

０ 年 度 ま で  

ウ  工 場・事 業 所 に 交 付 す る 場 合  平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成

３ ０ 年 度 ま で  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 等 ）  

第 ８ 条   補 助 金 の 交 付 に 関 す る 手 続 等 に つ い て は 、 亀 山 市 補

助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ３ ２ 号 ） の 定 め

る と こ ろ に よ り 行 う 。  

２  里 山 ・ 竹 林 生 活 環 境 保 全 支 援 事 業 で １ 年 度 を 越 え て 継 続

的 に 事 業 を 実 施 す る 場 合 は 、 １ の 年 度 ご と に 手 続 等 を 行 う

も の と す る 。  

３  補 助 金 等 交 付 申 請 書 及 び 補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 に 添 付 す

る 書 類 は 、 別 表 第 ２ に 定 め る と お り と す る 。  

 （ 補 助 金 の 経 理 ）  

 第 ９ 条  対 象 者 は 、 補 助 事 業 に 係 る 経 理 に つ い て 、 そ の 収 支



の 事 実 を 明 確 に し た 証 拠 書 類 を 作 成 し 、 か つ 、 こ れ ら の 書

類 を 対 象 事 業 が 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら １ ０

年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 公 表 )  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 透 明 性 の 高 い 運 営 に 努 め る た め 、 補 助 事

業 に 係 る 実 績 等 を 公 表 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）   

第 １ １ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市

長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日

か ら 適 用 す る 。  

  



別 表 第 １ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

補 助 対 象 事
業  

交 付 対 象 者  事 業 の 内 容  
補 助 対 象 と な る
経 費  

里 山 ・ 竹 林
生 活 環 境 保
全 支 援 事 業  

自 治 会 、 地 区 コ
ミ ュ ニ テ ィ 、 地
域 ま ち づ く り 協
議 会 、 Ｎ Ｐ Ｏ 団
体 、 森 林 保 全 任
意 団 体  

１  民 家 周 辺
の 道 路 等 に
隣 接 し た 里
山 に お い て
実 施 す る 植
栽 、 下 刈 、
間 伐 、 歩 道
整 備 な ど の
継 続 し た 保
全 活 動  

２  民 家 周 辺
の 竹 林 に お
い て 実 施 す
る 竹 、 雑 草
木 の 伐 採 、
搬 出 、 処 理
な ど の 継 続
し た 整 備 活
動  

外 部 委 託 料 （ 全
面 委 託 は 不 可 。
危 険 な 作 業 で 実
施 団 体 で は 作 業
で き な い 場 合 に
限 る ）、外 部 指 導
者 へ の 謝 金 及 び
旅 費 、 傷 害 保 険
代 、 燃 料 費 、 車
両 等 賃 借 料 、 事
務 用 消 耗 品 費 及
び 印 刷 製 本 費 、
資 機 材 の 購 入
（ 苗 木 、 支 柱 、
肥 料 、 鎌 、 鋸 及
び チ ェ ー ン ソ ー
に 限 る 。）で 事 業
実 施 に 必 要 な 経
費  

か め や ま の
木 づ か い 支
援 事 業  

施 設 管 理 者  亀 山 市 産 材 で
製 作 さ れ た 木
製 家 具 の 購 入
及 び 施 設 へ の
設 置  

机 、 椅 子 （ 屋 外
ベ ン チ を 含
む 。）、 本 棚 及 び
下 駄 箱 等 の 木 製
家 具 の 購 入 に 必
要 な 経 費  

緑 あ ふ れ る
ま ち づ く り
支 援 事 業  

地 域 ま ち づ く り
協 議 会 、 特 定 工
場 及 び 工 場 ・ 事
業 所  

緑 化 活 動 に 要
す る 緑 化 資 材
の 購 入 及 び 施
設 へ の 植 栽 。
（ 但 し 、 特 定
工 場 及 び 工
場 ・ 事 業 所 に
つ い て は 敷 地
内 で の 植 栽 と
す る 。）  

苗 木 （ １ 本 あ た
り １ 万 円 以 内 ）、
芝 生 、 肥 料 及 び
支 柱 等 の 購 入 に
必 要 な 経 費  

 

  



別 表 第 ２ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

補 助 対 象 事 業  補 助 金 等 交 付 申 請 書  
補 助 事 業 等 実 績 報
告 書  

里 山・竹 林 生 活 環
境 保 全 支 援 事 業  

１  規 約  
２  役 員 ・ 構 成 員 名 簿  
３  整 備 箇 所 位 置 図  
４  活 動 計 画 書  
５  土 地 使 用 承 諾 書  
６  作 業 前 写 真  
７  維 持 管 理 誓 約 書  

１  活 動 中 の 写 真  
２  活 動 記 録  
３  領 収 書  

か め や ま の 木 づ
か い 支 援 事 業  

１  見 積 書  
２  設 置 前 写 真  

１  領 収 書  
２  設 置 後 写 真  
３  亀 山 市 産 材 で
あ る 旨 の 証 明 書  

緑 あ ふ れ る ま ち
づ く り 支 援 事 業  

１  見 積 書  
２  植 栽 計 画 書  
３  植 栽 前 写 真  
４  維 持 管 理 誓 約 書  

１  領 収 書  
２  植 栽 後 写 真  

 


